
核
世
代
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用

奨
励
金
事
業
の
ご
案
内

〜
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
〜

核
世
代
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用

奨
励
金
事
業
の
ご
案
内

〜
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
〜

（
財
）雇
用
開
発
推
進
機
構

核
世
代
奨
励
金
担
当

　
☎
８
５
９
ー
６
１
４
０

商
工
産
業
課

　
☎
８
７
６
ー
１
２
３
４

　
　
　
　

  

（
内
線
３
１
６
１
）

建
退
共
制
度
に
つ
い
て

建
退
共
制
度
に
つ
い
て

建
設
業
退
職
金
共
済
沖
縄
支
部

　
☎
８
７
６
ー
５
２
１
４

平
成
23
年
度　

第
一
回

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

平
成
23
年
度　

第
一
回

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

納
税
課　
市
税
滞
納
整
理
班

　
☎
８
７
６
ー
１
２
３
４

（
内
線
２
３
２
２
・
２
３
２
４
）

http://w
w
w
.kentaikyo.taisyo

kukin.go.jp/

http://w
w
w
.city.urasoe.lg.jp/

　

納
税
課
で
は
、市
税
の
滞
納
処
分

と
し
て
差
押
え
た
不
動
産
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
入
札
で
、売
却（
公
売
）

し
ま
す
。入
札
に
は
、原
則
と
し
て
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す（
一
部
制

限
あ
り
）。

　

入
札
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、市

役
所
掲
示
板
な
ど
に
掲
示
し
て
あ
る

「
公
売
公
告
兼
見
積
価
額
公
告
」を
ご

覧
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
、物
件
情
報
、参
加
方
法
等
を

掲
載
し
ま
す
。

参
加
申
込
期
間　

８
月
15
日（
月
）午

後
１
時
〜
26
日（
金
）午
後
11
時

入
札
期
間　

９
月
２
日（
金
）午
後
１

時
〜
９
日（
金
）午
後
１
時

入
札
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
入
札

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

こ
の
奨
励
金
は
、事
業
所
が
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
求
人
登
録
し
、紹
介
を
受
け

る
場
合
、採
用
者
の
年
齢
が
40
歳
以

上
44
歳
以
下（「
核
世
代
」と
い
う
）の

沖
縄
県
に
居
住
す
る
求
職
者
を
事
業

主
が
短
期
間（
原
則
３
か
月
）試
行
的

に
雇
用（「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用
」）し
、

そ
の
間
に
事
業
主
と
対
象
労
働
者
と

で
事
業
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
適
正
や

能
力
な
ど
を
見
極
め
、相
互
に
理
解

を
深
め
て
そ
の
後
の
常
用
雇
用
へ
の

移
行
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

奨
励
金
の
支
給　

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇

用
を
行
う
事
業
主
に
は
、対
象
労
働

者
一
人
に
つ
き
月
額
５
万
円
の
奨
励

金
を
最
大
３
か
月
支
給
し
ま
す
。

実
施
期
間　

平
成
24
年
３
月
末
日
ま

で
。た
だ
し
、平
成
24
年
２
月
15
日
ま

で
が
奨
励
金
の
支
給
対
象
期
間
と
な

り
ま
す
。

※
詳
し
く
は（
財
）雇
用
開
発
推
進
機

構
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
制
度
の
活
用
に
あ
た
っ
て
は
、（
財
）

雇
用
開
発
推
進
機
構
へ
の
登
録
が
必

要
で
す
。

※
こ
の
奨
励
金
事
業
は
、沖
縄
県
か

ら
委
託
を
受
け
実
施
す
る
も
の
で
す
。

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別

調
査
に
つ
い
て
の
お
願
い

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別

調
査
に
つ
い
て
の
お
願
い

沖
縄
県
企
画
部　
統
計
課

人
口
社
会
統
計
班
毎
勤
担
当

　
☎
８
６
６
ー
２
０
５
０

　

厚
生
労
働
省
で
は
、本
年
７
月
31
日

現
在
で
、常
用
労
働
者
を
１
人
か
ら
４

人
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
、

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、小
規
模
事
業
所
に
お

け
る
賃
金
、労
働
時
間
お
よ
び
雇
用
の

実
態
に
つ
い
て
全
国
お
よ
び
都
道
府
県

別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に

実
施
し
て
お
り
、結
果
は
小
規
模
事
業

所
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
最
低

賃
金
の
改
定
審
議
等
に
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
は
、８
月

か
ら
９
月
に
か
け
統
計
調
査
員
が
訪

問
し
、調
査
票
の
内
容
を
お
聞
き
し
て

調
査
票
を
作
成
し
ま
す
。

　

調
査
の
重
要
性
を
ご
理
解
頂
き
、ご

回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
調
査
票
に
書
か
れ
た
事
柄
は「
統
計

法
」に
よ
り
厳
し
く
秘
密
が
守
ら
れ
、

統
計
以
外
の
目
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
直
前
に
公
売
を
中
止
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、事
前
に
納
税
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
際
成
人
力
調
査
は
26
か
国
が
参

加
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、浦
添
市
は

調
査
対
象
地
域
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

文
部
科
学
省
国
立
教
育
政
策
研
究

所
が
、16
歳
か
ら
65
歳
以
下
の
個
人
の

方
を
無
作
為
に
抽
出
し
て
、日
常
生
活

な
ど
で
必
要
と
さ
れ
る
技
能
（
成
人

力
）に
つ
い
て
の
国
際
間
比
較
を
す
る

た
め
の
調
査
を
、平
成
23
年
８
月
か
ら

平
成
24
年
１
月
に
行
い
ま
す
。対
象
に

選
ば
れ
た
方
に
は
、平
成
23
年
７
月
末

以
降
に
文
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
立
教
育
政
策
研
究
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
立
教
育
政
策
研
究
所

☎
０
３
―
６
７
３
３
―
６
９
３
９

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
―
６
７
３
３
―
６
９
３
８

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
等（
事

変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区
域
）に

派
遣
さ
れ
、戦
時
衛
生
勤
務
に
従
事
さ

れ
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦

お
よ
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
の
方

（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）
に
対

し
て
、そ
の
ご
労
苦
に
報
い
る
た
め
内

閣
総
理
大
臣
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、総
務
省
大
臣
官
房

管
理
室
業
務
担
当
ま
で
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

贈
呈
期
限　

平
成
25
年
３
月
31
日

　

個
人
事
業
者
の
方
で
、平
成
22
年
分

の
確
定
消
費
税
額（
地
方
消
費
税
は
含

み
ま
せ
ん
）
が
48
万
円
を
超
え
る
方

は
、消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
中

間
申
告
と
納
付
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
「
平
成
22
年
分
の
確
定
消
費

税
額
」と
は
、
平
成
22
年
分
の
確
定
申

告
に
よ
り
確
定
し
た
消
費
税
の
年
税

額
（
申
告
書
⑨
欄
の
差
引
税
額
）
を
い

い
、
期
限
後
申
告
、
修
正
申
告
等
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
確
定
し
た
消
費
税
額
の
年
税
額
を

い
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
は

北
那
覇
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

国
際
成
人
力
調
査

（
Ｐ
Ｉ
Ａ
Ａ
Ｃ
）が
行
わ
れ
ま
す
。

国
際
成
人
力
調
査

（
Ｐ
Ｉ
Ａ
Ａ
Ｃ
）が
行
わ
れ
ま
す
。

生
涯
学
習
振
興
課

　
☎
８
７
６
ー
１
２
３
４

　
　
　
　

  

（
内
線
６
０
６
１
）

旧
日
本
赤
十
字
社
救
護

看
護
婦
・
旧
陸
海
軍
従
軍

看
護
婦
の
皆
さ
ま
へ

旧
日
本
赤
十
字
社
救
護

看
護
婦
・
旧
陸
海
軍
従
軍

看
護
婦
の
皆
さ
ま
へ

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室
業
務
担
当

☎
０
３
ー
５
２
５
３
ー
５
１
８
２

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
ー
５
２
５
３
ー
５
１
９
０

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

中
間
申
告
と
納
付
に
つ
い
て

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

中
間
申
告
と
納
付
に
つ
い
て

北
那
覇
税
務
署

　
☎
８
７
７
ー
１
３
２
４

　
　
　
　

 　
　
　
　

 

（
代
表
）

日
時　

８
月
20
日（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時

場
所　

浦
添
市
消
防
本
部
２
階
講
堂

内
容　

成
人
に
行
う
心
肺
蘇
生
法　

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
含
む
）止
血
法
、異
物
除
去

定
員　

30
人（
浦
添
市
在
住
・
在
勤
の

方
を
優
先
に
し
ま
す
。）

受
付
期
間　

８
月
１
日
（
月
）
〜
19
日

（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
※
土
･

日
を
除
く

救
急
法
講
習
会
の
お
知
ら
せ

「
も
の
よ
り
も  

確
か
な
備
え  

救
急
法
」

愛
す
る
命
を
守
り
た
い
！

救
急
法
講
習
会
の
お
知
ら
せ

「
も
の
よ
り
も  

確
か
な
備
え  

救
急
法
」

愛
す
る
命
を
守
り
た
い
！

浦
添
市
消
防
本
部

総
務
課　
救
急
救
助
係

　
☎
８
７
５
ー
０
１
０
５

職
務
内
容　

子
ど
も
手
当
、児
童
扶
養

手
当
、乳
幼
児
医
療
費
助
成
な
ど
の
窓

口
業
務
お
よ
び
事
務
処
理

募
集
人
員　

１
人

応
募
資
格　

60
歳
未
満

任
用
期
間　

平
成
23
年
10
月
１
日
〜

平
成
24
年
３
月
31
日

勤
務
時
間　

週
30
時
間
勤
務

月
〜
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分
の
間
で
１
日
当
た
り
６

時
間
の
シ
フ
ト
制

※
繁
忙
期
は
、夜
間
お
よ
び
休
日
出
勤

有
り

報
酬　

月
額
13
万
円

待
遇　

社
会
保
険
完
備
、費
用
弁
償
１

日
に
つ
き
７
０
０
円

提
出
書
類　

履
歴
書
（
写
真
貼
付
）※

様
式
は
、市
販
の
履
歴
書
可

応
募
締
切　

８
月
12
日（
金
）必
着

受
付
場
所　

児
童
家
庭
課　

児
童
係

（
庁
舎
２
階
）

選
考
方
法　
一次
試
験（
書
類
審
査
）

二
次
試
験（
面
接
試
験
）

※
一
次
試
験
合
格
者
の
み
二
次
試
験
が

あ
り
ま
す
。

児
童
家
庭
事
務
嘱
託
員

募
集
児
童
家
庭
事
務
嘱
託
員

募
集

児
童
家
庭
課　
児
童
係

　
☎
８
７
６
ー
１
２
３
４

　
　
　
　

  

（
内
線
３
６
１
７
）

http://w
w
w
.nier.go.jp

メ
ー
ル

piaac@
nier.go.jp

（
w
w
w
.nta.go.jp）

　

市
で
は
、
浦
添
市
の
望
ま
し
い
交
通

体
系
を
目
指
す「
浦
添
市
交
通
基
本
計

画
」
の
策
定
に
向
け
、
多
く
の
方
々
か

ら
の
意
見
を
収
集
し
、
本
計
画
の
検
討

材
料
と
す
る
た
め
、浦
添
市
民
や
浦
添

市
所
在
の
企
業
や
団
体
等
を
対
象
に

「
浦
添
市
交
通
計
画
基
本
方
針
（
案
）」

を
公
表
し
、
広
く
意
見
を
収
集
す
る
予

定
で
す
。皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

公
表
期
間　

８
月
上
旬
か
ら
１
か
月
間

公
表
場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
、
都

市
計
画
課
前
、
自
治
会（
公
民
館
等
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

交
通
基
本
計
画
に
関
す
る

お
願
い

交
通
基
本
計
画
に
関
す
る

お
願
い

都
市
計
画
課

　
☎
８
７
6
ー
１
2
3
４

　
　
　
　

  

（
内
線
4
0
1
1
）

　

建
退
共
制
度
は
、中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者

の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中

小
企
業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立

さ
れ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、事
業
主
の
方
々
が
、

労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛

金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に

貼
り
、そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働

く
こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か

ら
退
職
金
を
支
払
う
、業
界
全
体
で
の

退
職
金
制
度
で
す
。

加
入
で
き
る
事
業
主

建
設
業
を
営
む
方

対
象
と
な
る
労
働
者

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

掛
金　

日
額
３
１
０
円

特
長

①
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、確
実
、申

込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す
。

②
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

③
掛
金
の
一部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

④
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す

が
、法
人
は
損
金
、個
人
で
は
必
要
経

費
と
し
て
扱
わ
れ
、税
法
上
全
額
非
課

税
と
な
り
ま
す
。

⑤
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企

業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

建
退
共
か
ら
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
の
お

願
い

・
共
済
証
紙
は
、労
働
者
の
就
労
日

数
に
応
じ
て
適
正
に
貼
付
し
て
く
だ

さ
い
。

・「
建
設
業
退
職
金
共
済
手
帳
」を
所
持

し
て
い
る
労
働
者
が
、建
設
業
界
を
引

退
す
る
と
き
は
、忘
れ
ず
に
退
職
金
を

請
求
す
る
よ
う
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

　

建
退
共
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、制
度

説
明
用
動
画
、Ｑ
＆
Ａ
な
ど
建
退
共
制

度
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

県民総ぐるみで
飲酒運転根絶運動
に取り組もう！

（21）広報うらそえ　2011年8月1日 2011年8月1日　広報うらそえ（20）


